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地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）

改

正

後

改

正

前

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

略

略

第
三
条

第
三
条

２

道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号

ロ
に
規
定
す
る
外
国
法
人
を
い
う
。
）
の
第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
及
び
同
様
式
別

表
二
の
三
、
第
七
号
の
三
様
式
並
び
に
第
十
号
様
式
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
法
人
税

法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
同

号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
と
す
る
。

３

略

２

略

（
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

略

第
五
条

略

第
五
条

２

道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法
第
七
十
二
条
第
五
号
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
外
国
法
人
を
い
う
。
）
の
第
六
号
様
式
別
表
五
及
び
同
様
式
別
表
九

か
ら
同
様
式
別
表
十
三
の
三
ま
で
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国

内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３

略

２

略
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（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

略

略

第
十
条

第
十
条

２

市
町
村
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
法
人
を
い
う
。
）
の
第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
及
び
同

様
式
別
表
二
の
三
、
第
二
十
号
の
五
様
式
並
び
に
第
二
十
二
号
の
二
様
式
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す

る
法
人
税
額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
の
計
算
の

別
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
８

略

２
～
７

略

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

略

略

第
十
条
の
二

第
十
条
の
二

２

特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法
第
二
十
三
条

第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
法
人

を
い
う
。
）
の
第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
及
び
同
様
式
別
表
二
の
三
、
第
七
号
の
三

様
式
並
び
に
第
十
号
様
式
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号

イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉

所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３

略

２

略

附

則

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
添
付
書
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類
）

法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
控
除
の
対

第
二
条
の
六

象
と
な
る
特
定
寄
附
金
の
額
、
控
除
を
受
け
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細
を
記
載
し
た
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
様
式
は
、
第
七
号
の
三
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

２

法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
に
該
当

す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
一
項
の
法

人
又
は
同
条
第
三
項
の
連
結
親
法
人
若
し
く
は
当
該
連
結
親
法
人
と
の
間
に
連
結
完

全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人
が
支
出
し
た
寄
附
金
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
第
四
項
に
お
い
て
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う

。
）
が
当
該
寄
附
金
の
受
領
に
つ
い
て
地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣

府
令
第
五
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
類
の
写
し
と
す

る
。

３

法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
八
項
及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
控
除
の
対
象
と
な

る
特
定
寄
附
金
の
額
、
控
除
を
受
け
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

を
記
載
し
た
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
様
式
は
、
第
二
十
号
の
五
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

４

法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
八
項
及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
七
項
の

法
人
又
は
同
条
第
九
項
の
連
結
親
法
人
若
し
く
は
当
該
連
結
親
法
人
と
の
間
に
連
結

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人
が
支
出
し
た
寄
附
金
を
受
け
た
認
定
地
方
公
共

団
体
が
当
該
寄
附
金
の
受
領
に
つ
い
て
地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
類
の
写
し
と
す
る
。
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（
法
人
の
事
業
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
添
付
書
類
）

法
附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
控
除
の
対
象
と
な
る
特

第
三
条
の
二

定
寄
附
金
の
額
、
控
除
を
受
け
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記

載
し
た
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
様
式
は
、
第
七
号
の
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

２

法
附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
一
項
の
法
人
が
支
出
し

た
寄
附
金
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
が
当
該
寄
附
金
の
受
領

に
つ
い
て
地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
類

の
写
し
と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
の
三
の
新
設
発
電
所
用
の
固
定
資
産
の
価
額
等
）

（
法
附
則
第
九
条
の
三
の
新
設
発
電
所
用
の
固
定
資
産
の
価
額
等
）

略

略

第
三
条
の
二
の
二

第
三
条
の
二

（
譲
渡
割
に
係
る
処
分
に
関
す
る
不
服
審
査
等
の
特
例
）

（
譲
渡
割
に
係
る
処
分
に
関
す
る
不
服
審
査
等
の
特
例
）

略

略

第
三
条
の
二
の
三

第
三
条
の
二
の
二

（
譲
渡
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
国
庫
納
付
）

（
譲
渡
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
国
庫
納
付
）

略

略

第
三
条
の
二
の
四

第
三
条
の
二
の
三

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義
の
特
例
）

略

略

第
三
条
の
二
の
五

第
三
条
の
二
の
四
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